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評価実施日　　令和5年７月１９日

　原則、使用許可は先着順としているが、特定の団体が長期的に使
用する場合は利用調整を行うなど、市民の平等な利用の確保に努め
ている。
　また、浪岡体育館と連携し、当施設を活用した各種スポーツ事業
を継続的に行っており、本市の体育・スポーツの普及振興を図って
いる。

　施設の管理運営業務について、適正に実施されている。

　指定管理以外の経費の混入はなく、適正に管理されている。

【名　称】浪岡青い森スポーツ協議会
【代表者】会長　倉田　忠男
【住　所】青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡５３番地２７

平成３０年４月１日　から　令和５年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 検証結果
評価結果

　仕様書及び事業計画書に基づき、施設の維持管理・保守点検業
務、防犯・防災への対応、施設利用者の個人情報保護など適正に実
施されている。
　また、節電等によるエネルギー使用量の削減に努めているほか、
利用者へゴミの持ち帰りをお願いするなど、環境や省エネルギーに
配慮した取組みを行っている。

令和4年度「浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場」に係る事業報告書等評価結果

　浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場については、浪岡青
い森スポーツ協議会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　令和４年度の事業報告書等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況について確認、
検証し、下記のとおり評価しました。

浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場

　市民の憩いや安らぎ、健康増進、文化、レクリエーション活動の拠点として、子供から
お年寄りまで多くの人々が利用し、楽しむことができる場を提供するとともに、美しく潤
いのある都市景観を形成し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

青森市浪岡大字浪岡字稲盛６
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【担当課】青森市浪岡振興部都市整備課
【電　話】０１７２－６２－１１６８
【メール】n-toshiseibi@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　管理運営状況や収支決算等を総合的に評価した結果、適正な管理運営が行われている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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